
令和5年4月3日現在

お受取額は、掛込総額に給付補填金がプラスされます

300万円目  標  額
掛込総額
（3,024,000円）

200万円目  標  額

84,000円掛込額

56,000円掛込額
掛込総額
（2,016,000円）

100万円目  標  額
掛込総額
（1,008,000円）

50万円目  標  額

28,000円掛込額

14,000円掛込額
掛込総額
（504,000円）

種を蒔けば…
　やがて実ります。

貯める楽しみ、幸せをめざして

詳しくは店頭に「説明書」をご用意しております。お気軽におたずねください。

期間3年（36回）

お取扱期間：令和5年4月3日（月）～令和6年3月29日（金）
お取扱契約総額：150億円

0.02

店頭表示金利

年 ％

プラス 上乗せ

お問い合わせは本・支店または業務推進部 （通話料無料：神奈川県内からの通話に限ります）

または　046-821-1709までお問い合わせください。　【受付時間：平日 9 時～17 時】



個人・法人のお客さまご利用いただける方

●令和5年4月3日（月）～令和6年３月29日（金）取扱期間

●３年（３６回）契約期間

●150 億円取扱契約総額

●払込日に掛金を払込いただきます。（初回を除き口座からの自動振替といたします）払込方法

●１０,０００円以上払込金額

●１,０００円単位払込単位

●満期日以後に一括して給付契約金を支払います。（原則）支払方法

●固定金利
●契約時に証書（通帳）に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。

適用金利

●給付補填金は満期日以後に一括して支払います。給付補填金の支払方法

●給付補填金には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金が源泉分離課税されます
（なお、マル優は利用できません）。
＊令和１９年１２月３１日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税
されるため、２０ .３１５％（国税１５ .３１５％、地方税５％）の税金が源泉分離
課税されます。

●法人は総合課税となります。

税　　金

●満期日前に解約する場合は、①・②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、
この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
①初回払込日から解約日までの期間が１年未満の場合
解約日の普通預金利率
②初回払込日から解約日までの期間が１年以上の場合
約定年利回り×６０％（小数点第３位以下切捨て、この計算による利率が解約日
の普通預金利率を下回る場合は普通預金利率）

中途解約時の取扱い

お問い合わせは本・支店または業務推進部 （通話料無料：神奈川県内からの通話に限ります）

または　046-821-1709までお問い合わせください。　【受付時間：平日 9 時～17 時】

詳しくは店頭に「説明書」をご用意しております。お気軽におたずねください。

ハッピー定期積金


